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〈メールオーダーサービス特約〉 
 

1. 特約の適用範囲、変更等 

（1） この特約は、ハナ信用組合(以下「当組合」といいます。) のメールオーダーサービ

ス (以下「本サービス」といいます。) を利用するにあたり適用される事項を定めるも

のです。 

（2） この特約で定める事項は、当組合で定める次の①～⑤の規定に優先して適用さ

れるものとします。 

① 普通預金規定・無利息型普通預金規定 

② 自由金利型定期預金（Ｍ型）・自動継続自由金利型定期預金（Ｍ型）規定 

③ キャッシュカード取引規定 

④ ハナ信用組合ＩＣキャッシュカード特約 

⑤ 振込規定 

（3） この特約に定めのない事項は第 2 項①から⑤の規定により取扱うものとします。 

（4） この特約の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由

があると認められる場合には、当組合ウェブサイトヘの掲載による公表その他相当

の方法で周知することにより、変更できるものとします。 

（5） 前項の変更は、公表等の際に定める適用開始から適用になるものとします。 

 

2. 取扱店の範囲 

（1）本サービスのご利用は、当組合のインターネットホームページ、またはフリーダイヤ

ルへのお問い合わせからみらい支店へのお申し込みに限ります。 

（2）当組合の本支店でお取引をしていただいているお客さまは、本サービスをご利用い

ただけません。 

（3）みらい支店をご利用されている間は、当組合本支店でのお取引は出来ません。 

 

3. メールオーダー専用口座の開設方法 

当組合所定の預金口座開設申込書(以下「申込書」といいます。) に必要事項を記入

し、署名捺印のうえ、申込書に記載のある当組合所定のご本人確認書類を添えて郵送

でお申し込みください。 

 

4. お申し込み資格 

本サービスをお申し込みになれるお客さまは、以下に該当する方に限ります。 
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（1）税務上の居住地国が日本国のみである成人のお客さま。 

（2）当組合の営業地区にお住まいの日本、韓国、朝鮮籍の方。 

（3）本サービスのご利用目的が、貯蓄または資産運用であるお客さま。 

（4）本サービスの定期預金をお預け入れいただけるお客さま。 

 

5. お申し込みの制限等 

本サービスでは、非対面での預金口座開設を厳格に行う目的から、以下に該当する

方のお申し込みはお断りしております。なお、お申込みをお断りしたことによって損害が

生じましても当組合は責任を負いません。 

（1）外国 PEPs に該当する方 

（2）米国籍または米国永住権をお持ちの方 

（3）個人事業者で事業者の名義でご利用されたい方 

（4）代理人によるお申し込みの方 

（5）その他、不正利用のおそれがあると当組合が判断した方 

 

6. 反社会的勢力との取引拒絶 

以下の(1)の①から⑤および(2)の①から⑤の一にでも該当する場合には、当組合は

本サービスのお申し込みをお断りするものとします。 

（1）本人が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力

団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能

暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」といいます。) に

該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合 

① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること 

② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること 

③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加え

る目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を

有すること 

④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をして

いると認められる関係を有すること 

⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難され

るべき関係を有すること 

（2）自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合 

① 暴力的な要求行為 
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② 法的な責任を超えた不当な要求行為 

③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 

④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当組合の信用を毀損し、または

当組合の業務を妨害する行為 

⑤ その他前各号に準ずる行為 

 

7. 普通預金の振込金の受入れ 

本サービスの普通預金口座には、為替による振込金を受入れます。 

なお、本サービスの預金口座には、手形、小切手、配当金領収証その他の証券の受

入れを行いません。 

 

8. 本サービス普通預金の作成方法 

（1）本サービスでご利用いただく普通預金は、カード専用の普通預金(「カード預金」)と

なります。 

（2）普通預金の口座開設は、お客さまお一人につき 1 口座に限らせていただきます。 

（3）普通預金の口座開設日は申込書が当組合に到達した日以後とします。 

（4）普通預金は、通帳を発行いたしません。取引明細は当組合所定の方法により発行

します。 

（5）普通預金の口座番号は当組合から郵送する「普通預金口座番号通知」によりご確

認ください。 

（6）普通預金は、インターネットバンキングサービスのご利用はできません。 

 

9. 普通預金キャッシュカードの発行 

（1）本サービスの利用開始にあたっては、キャッシュカードを発行します。 

（2）口座開設お申し込み時には、暗証番号を届けていただきます。 

（3）キャッシュカードの発行は、定期預金口座の作成以後となります。 

（4）デビットカード（Ｊ‐Ｄｅｂｉｔ）のお取扱いはできません。 

 

10. 普通預金の利用可能範囲 

（1） 普通預金の利用可能範囲は以下の範囲に限定させていただきます。 

① メールオーダー定期預金の資金のご入金 

② 組合員加入の出資金のご入金 

③ 上記(1)(2)にかかる振替 
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④ 定期預金および普通預金の利息入金 

⑤ 当組合出資配当金の振替 

⑥ 定期預金および出資金に関連したカードによるお預け入れや払出し 

⑦ キャッシュカード利用手数料の返戻 

⑧ その他、当組合が認める事項 

（2） 前項(1)の利用可能範囲に反した取引があった場合は、本サービスの利用停止が

なされても異議申立できないものとします。 

 

11. 普通預金の解約方法 

（1）解約希望日の 1 か月前から 1 週間前までの間にみらい支店へお申し出が必要で

す。当組合ホームページ、またはみらい支店フリーダイヤルにてお申し出ください。

ただし、定期預金のお預け入れがある場合は、解約できません。 

（2）解約お申し出後、当組合所定の解約申込書に必要事項を記入し、届出の印章を押

印して、ご本人確認書類とともにみらい支店に郵送してください。 

（3）解約は、解約申込書に記載された解約希望日（解約希望日が当組合休業日にあた

る場合はその翌営業日）に解約手続きを行うものとします。ただし、必要書類が解約

希望日の前営業日までにみらい支店に到着しない場合は、到着した翌営業日以後

に解約手続きを行います。 

（4）解約した普通預金の解約金は、申込書に記載していただいた、他行振込指定口座

に振込みます。 

（5）解約後、計算書をお届けの住所に郵送します。 

（6）郵便の遅延および必要書類の不備、印鑑相違等により解約手続きが遅れ損害が

生じましても当組合は責任を負いません。 

（7）お受取口座の記載不備等により、解約金等の振込が成立せず、あらためて振込す

る場合は、当組合所定の振込手数料をいただきます。この場合、後記 21.（1）に準じ

て取り扱います。 

（8）当組合が第 8 条 5 項の普通預金口座番号通知を発送した後、２か月を経過しても

普通預金の残高が定期預金のお申込金額に満たない場合には、普通預金口座を

解約します。 

 

12. お受取口座の届出及び変更等 

（1）お受取口座は、申込書記載のお客様ご本人名義の他行普通預金口座に限ります。

お受取口座のお届けが無い場合、本サービスはご利用できません。 
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（2）お受取口座を変更する場合は、口座解約の際に各解約依頼書にてご指定ください。

変更後のお受取口座もお客様ご本人名義の他行普通預金口座に限ります。 

（3）お受取口座の記載不備等により、解約金等の振込が出来ず改めて振込する場合

は、当組合所定の振込手数料をいただきます。この場合、後記 21.（1）に準じて取り

扱います。 

 

13. 自動機が故障時等の取扱い 

当組合の現金自動受払機(現金自動預金機、現金自動支払機を含みます。以下、

「自動機」といいます。) または、当組合が自動機の共同利用による現金預入業務、現

金支払業務、振込業務を提携する金融機関等の自動機が停電、故障の場合には、取

扱いを一時停止することがあります。 

 

14. キャッシュカード・暗証の管理・利用停止等 

（1）暗証の変更は、当組合所定の暗証番号届に変更希望日と必要事項をご記入のうえ、

お届け印を捺印し当組合みらい支店へ、変更希望日の 1 週間前までに到達するよ

う、郵送にてお届けください。 

（2）暗証の変更は、（1）によるほか、当組合所定の自動機を使用して変更することがで

きます。その際は、自動機の画面表示等の操作手順に従って、自動機にカードを挿

入し、届出の暗証その他の所定の事項を正確に入力してください。この場合、（1）に

よる届出は必要ありません。 

（3）当組合所定の回数を超えて届出と異なる暗証を自動機に連続して入力した場合は、

カードの利用を停止しますので、みらい支店にご連絡のうえ、当組合所定の方法に

より届け出て、カードの再発行手続をしてください。その際、当組合所定の再発行手

数料をいただきます。 

（4）カードの盗難、または紛失した場合はすみやかにみらい支店にご連絡のうえ、当組

合所定の方法により届け出て、カードの再発行手続をしてください。その際、当組合

所定の再発行手数料をいただきます。 

（5）普通預金を解約した場合はカードの利用はできません。カードを裁断その他の方法

により利用できない状況にした上で、破棄してください。なお、キャッシュカードを利

用できない状態にした上で破棄しなかったことにより生じた損害について、当組合は

責任を負いません。 

 

15. 本サービスでご利用いただく定期預金について 
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（1）本サービスでご利用いただく定期預金（以下、「定期預金」といいます。）は、郵送に

よる申し込みにより受け付けられ、新規に開設した普通預金に資金を振込入金して

いただいた後に作成する預金です。 

（2）この定期預金の金利は、口座振替により普通預金から定期預金を作成した日の利

率を適用します。 

（3）この定期預金の 1 回あたりの預入金額は 50 万円以上、10 万円単位とします。 

（4）この定期預金の預入期間は、１年、２年または３年とします。 

（5）この定期預金は、証書を発行いたします。 

（6）この定期預金は、インターネットバンキングサービスをご利用になれません。 

 

16. 定期預金の作成方法 

（1）第 8 条 5 項で通知した普通預金口座に、定期預金のお申込金額を振込入金により

お預け入れください。お振込される際の依頼人名はお客さまご本人さま名義に限り

ます。なお、お振込の手数料はお客さま負担となります。お振込後の普通預金残高

が定期預金のお申込金額および出資金加入申込金額以上となるように振り込んで

ください。 

（2）当組合は、定期預金資金の入金が行われた日に、普通預金から口座振替の方法

で定期預金を作成し、証書を郵送します。ただし、入金となった時刻が 15 時以降の

場合や、入金日が信用組合休業日の場合は、その翌営業日を入金が行われた日

として扱います。なお、普通預金の残高が定期預金のお申込金額および出資金加

入申込金額に満たない場合は、普通預金の残高が定期預金および出資金のお申

込金額以上であることを確認した日以後に定期預金を作成します。 

（3）当組合が第 8 条 5 項の普通預金口座番号通知を発送した日、または申込書記載の

申込日のいずれか遅い日から２か月以上経過しても、普通預金の残高が定期預金

のお申込金額に満たない場合には、定期預金のお申込みが無かったものといたし

ます。 

 

17. 定期預金の自動継続方法 

（1）定期預金の満期日(自動継続日)前に「満期のお知らせ（兼計算書）」(自動継続のご

案内)を郵送します。 

（2）定期預金は満期日(自動継続日)に同期間の同額定期預金に自動継続しますので、

お預け替えのお手続きは不要です。継続された預金についても以後同様とします。 

（3）元金継続のみのお取扱いとします。 
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（4）自動継続後の定期預金の金利は、当組合ホームページでご覧になるか、みらい支

店フリーダイヤルへお問い合わせください。 

（5）お客さまが定期預金の継続を停止するときは、満期日(継続をしたときはその満期

日)の 1 週間前までにその旨を申し出てください。この申し出があり、所定の手続き

が完了しましたら、満期日以後に支払います。 

（6）当組合がこの定期預金の継続を停止するときは、満期日(継続をしたときはその満

期日)までにその旨を通知します。当組合が継続を停止したことにより損害が生じま

しても当組合は責任を負いません。 

 

18. 定期預金の利息 

（1）定期預金の利息は、預入日（継続をしたときはその継続日）から満期日の前日まで

の日数および預入日（または継続日）における当組合所定の利率によって計算し、

満期日に普通預金口座に入金することにより支払います。 

（2）預入期間が２年の定期預金の中間払利息は、満期日を同一にする預入期間１年の

自由金利型定期預金（Ｍ型）とし、その利率は、中間利払日における当組合所定の

利率を適用します。  

 

19. 定期預金の解約方法 

（1）解約希望日の 1 か月前から 1 週間前までの間にみらい支店へお申し出が必要で

す。当組合ホームページまたはみらい支店フリ一ダイヤルにてお申し出ください。 

（2）前項の解約お申し出後、当組合所定の解約依頼書に解約希望日を記入し、届出の

印章により署名捺印のうえ、定期預金証書、ご本人確認書類とともにみらい支店に

郵送してください。 

（3）当組合は解約依頼書に記載された解約希望日(解約希望日が当組合休業日にあた

る場合はその翌営業日)に解約手続きを行うものとします。ただし、必要書類が解約

希望日の前営業日までにみらい支店に到達しなかった場合は、到達した翌営業日

以後に解約手続きを行います。 

（4）解約した定期預金の解約金は、他行振込指定口座にお振込いたします。ただし、お

受取口座の記載不備等により、解約金等の振込が成立せず、あらためて振込する

場合は、当組合所定の振込手数料をいただきます。その際の手数料は、普通預金

口座から口座振替によりお支払いただくか、または解約金から差し引くものとします。 

（5）郵便の遅延および必要書類の不備、印鑑相違等により解約手続きが遅れ損害が

生じましても、当組合は責任を負いません。 
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20. 届出事項の変更、証書の再発行等 

（1）本サービスに係る証書や印章を失ったとき、または、印章、氏名、住所その他の届

出事項に変更があったときは、直ちにみらい支店に連絡のうえ、書面によって当組

合に届け出てください。 

（2）前項の印章、氏名、住所その他の届出事項の変更の届出前に生じた損害について

は、当組合に過失がある場合を除き、当組合は責任を負いません。 

（3）証書または印章を失った場合の該当預金の元利金の支払いまたは証書の再発行

は、当組合所定の手続をした後に行います。 

（4）証書を再発行する場合には、当組合所定の手数料をいただきます。その際の手数

料は、普通預金口座から口座振替によりお支払いただきます。 

 

21. 口座振替について 

（1）口座振替による定期預金口座作成および出資金の加入については、預金規定に関

わらず、払戻請求書の提出無しに当組合所定の方法により実施します。 

（2）口座振替による定期預金作成日および出資金加入日は、預金口座開設申込書、出

資金加入申込書または定期預金入金票を当組合で受付した日と、メールオーダー

専用普通預金口座に必要な資金が入金されたことを当組合が確認した日のうち、ど

ちらか遅い日以後とします。 

（3）出資配当金がある場合は、メールオーダー専用普通預金口座に入金します。ただし、

メールオーダー定期預金がすべて解約されて以後２か月が経過し、普通預金口座

の利用が停止された場合は、この振替を実施しません。 

  以 上 


